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■
こ
ん
な
日
は
熱
中
症
に
注
意

◦
気
温
、
湿
度
が
高
い

◦
風
が
弱
い

◦
急
に
暑
く
な
っ
た

　
こ
の
よ
う
な
日
は
体
温
調
整
が
う
ま
く

い
か
な
い
た
め
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

■
特
に
注
意
が
必
要
な
人

◦
体
調
が
悪
い
人

◦
糖
尿
病
な
ど
の
持
病
が
あ
る
人

◦
高
齢
者
や
乳
幼
児
、
肥
満
の
人

■
熱
中
症
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

❶
喉
が
渇
い
て
い
な
く
て
も
、
水
分
を
小

ま
め
に
取
る

※
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
場
合
は
、
特

に
意
識
し
て
水
分
を
取
る

❷
日
傘
や
帽
子
、
日
陰
を
利
用
し
て
、
直

射
日
光
を
避
け
る

❸
涼
し
い
服
装
を
す
る

❹
室
温
を
調
整
す
る

❺
暑
い
と
き
は
無
理
を
し
な
い

❻
日
頃
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
と

体
力
作
り
を
心
掛
け
る

予
防
が
大
切

熱
中
症
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

暑
さ
に
慣
れ
て
い
な
い
今
の
時
期
は
、
気
が
付
か
な
い
う
ち
に
熱
中
症
に
な
る
こ
と
が

あ
る
の
で
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。
外
出
自
粛
で
体
力
が
落
ち
て
い
る
人
は
、
特
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
適
切
な
予
防
法
と
処
置
を
知
り
、
自
分
や
周
り
の
人
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

問
健
康
・
保
険
課　
保
健
予
防
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
２

検
診
は
家
族
の
幸
せ
を
守
り
ま
す

が
ん
複
合
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

が
ん
の
予
防
に
は
、
生
活
習
慣
の
改
善
と
、
定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
早
期
発
見
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
検
診
は
、
自
分
が
受
け
た
い
検
診
項
目
を
選
ん
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
実
施
期
間

　
９
月
中
旬
～
10
月
上
旬
、
11
月
中
旬

（
感
染
症
の
発
生
状
況
な
ど
で
、
中
止

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

■
自
己
負
担
額

年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
詳
細
は

６
月
下
旬
に
対
象
者
に
送
付
し
て
い
る

案
内
文
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
検
診
会
場　
町
の
施
設

（
子
宮
頸け
い

が
ん
検
診
は
、
指
定
医
療
機

関
で
も
受
診
で
き
ま
す
）

■
申
込
方
法

　
対
象
者
に
は
、
６
月
下
旬
に
申
込
書
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
申
込
書
を
提
出
す
る
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
申
し
込
め
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
窓
口
へ
申
込
書
を
持
参
す
る

こ
と
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
対
象
者
で
申
込
書

が
届
か
な
か
っ
た
人
も
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。）

問
健
康
・
保
険
課　
保
健
予
防
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
２

検診項目 内容 対象者（年度末年齢）
肺がん検診 胸部レントゲン

40歳以上
胃がん検診 胃透視
大腸がん検診 便潜血
腹部超音波検診 腹部超音波
前立腺がん検診 採血 40歳以上（男性）
子宮頸がん検診 子宮頸部細胞診

40歳以上（女性）乳がん検診 視触診＋マンモグラフィー
骨粗しょう症検診 超音波（かかと）

特定健診（※） 問診・身体測定・血圧・診察・
血液検査・尿検査・心電図など

◦国民健康保険被保険者（40歳以上）
◦後期高齢者医療被保険者

国民年金保険料の納付に困ったら
免除や猶予の制度を活用しましょう

令和２年度申請
■申請受付開始月
❶学生納付特例：４月
❷免除・納付猶予：７月
■対象期間
❶学生納付特例：４月～翌年３月
❷免除・納付猶予：７月～翌年６月
■所得審査
❶学生納付特例申請
　本人の前年所得が一定額以下の場合
❷免除：本人、配偶者、世帯主それぞれ前年所得が一定

額以下の場合。所得額に応じて、全額、３／４、半額、
１／４が免除されます。一部免除の人は、免除後の保
険料を納付する必要があります。
❸納付猶予：本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額

以下の場合

■申請に必要なもの
❶年金手帳または個人番号が分かる書類
❷印鑑
❸顔写真付身分証明書（写真なしの身分証明書の場合は

２つ）
❹失業した人は、離職票や雇用保険受給資格者証を持参

すると所得額が０円で審査されます。
❺学生納付特例申請をする人は、有効期間が記載されて

いる学生証または在学証明書
❻新型コロナウイルス感染症による臨時特例申請をする

人は、所得の申立書を書いていただく必要があります。
※納付猶予は50歳未満で学生以外の人が対象です。
※免除は一部老齢基礎年金受給額に反映されますが、納

付猶予や、学生納付特例は反映されません。
■問い合わせ
　熊本西年金事務所　☎（355）3261
　町民課　年金係　☎（232）4914

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、「免除」または「猶予」される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると将来の老齢年金だけでなく、不測の事態が発生した際の障害基礎
年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

夏場は特に注意

食中毒を予防しましょう

■食中毒の原因
主な原因は「細菌」と「ウイルス」です。例年、夏場

（６～８月）は、細菌が原因となる食中毒が多く発生し
ています。

■食中毒予防の３原則
❶付けない（清潔）

手にはさまざまな雑菌が付着して
いるため、小まめに手を洗う

❷増やさない（迅速・冷却）
低温で保存し、長期保存は避ける

❸やっつける（加熱）
調理は清潔な手で行い、食材を
しっかり加熱する

■食中毒予防の６つのポイント
❶買い物
　消費期限などの表示を確認
❷家庭での保存
　帰ったらすぐに冷蔵庫に保管
❸下準備
　野菜などの食材も流水で洗う
❹調理
　作業前に手を洗う
　十分に加熱をする
❺食事
　長時間室内に放置しない
❻残った食品
　時間がたち過ぎていたら捨てる
■問い合わせ
　健康・保険課　保健予防係　☎（232）4912

新型コロナウイルス感染症の流行で、利用する機会が増えたテークアウト商品も食中毒に
注意する必要があります。食中毒予防の３つの原則、６つのポイントで予防しましょう。

熱中症かな？と思ったら

涼しい場
所へ避難
し、服を
ゆるめ体
を冷やす

そのまま安
静に過ごし、
十分に休息
を取る

水分を自
力で摂取
できる？

涼しい場
所へ避難
し、服を
ゆるめ体
を冷やす

水分・塩
分を補給
する

症状がよ
くなった？

YES

NO NO
NO

YES YES意識は
ある？

救急車を
呼ぶ

医療機関
へ
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